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環境省が実施する先進対策の効率的実施による CO2排出量大幅削減事業（ASSET 事

業：Advanced technologies promotion Subsidy Scheme with Emission reduction 

Targets）における検証業務参加を希望される検証機関を公募いたします。 

ASSET 事業は、我が国が低炭素社会を構築し、中長期的に温室効果ガスの大幅削減を

行うために、事業者が導入すべき利用可能な最先端技術を見定め、それを効果的・効率的

に導入することを支援する事業であり、これにより業務部門・産業部門における CO2排出

量を効率的に大幅削減することを目的としています。 

ASSET 事業において、事業場・工場における実際の排出量を正確に算定することは、

事業全体として確実な排出削減を担保する上で極めて重要な要素であるため、当該算定結

果の信頼性を確保するために、ASSET 事業への参加事業者から独立した第三者検証機関

による検証を実施することとしています。したがって、本検証委託業務を行う検証機関

は、客観的に担保された検証能力を有することが必要不可欠です。 

公益財団法人日本適合性認定協会等の我が国におけるＩＡＦ（International 

Accreditation Forum, Inc.の略。マネジメントシステム認証機関や製品認証機関等を認定

する機関の国際組織。）メンバー（以下「ＩＡＦメンバー」という。）は、温室効果ガス妥

当性確認・検証を行う機関の能力を国際規格 ISO14065 に基づき審査・認定しています。 

ASSET 事業の検証業務を行う検証機関は、①ISO14065 の認定を受けていること又は②

ISO14065 の認定申請を受理されていることが必要となります。 

①応募申請日時点で ISO14065 の認定を受けている検証機関は、検証業務の完了日まで

認定を維持するものとします。認定の有効期限が検証業務完了日以前となる場合には、検

証業務の完了日まで認定が継続するよう更新を行うものとし、更新後の「温室効果ガス妥

当性確認・検証機関認定証」（以下「認定証」という。）の写しを、更新前の認定の有効期

限内に事務局まで提出することが必要となります。 

②応募申請日時点で ISO14065 の認定申請を受理されている検証機関は、認定取得予定

日を記入の上、その予定日までに認定を取得し、認定証の写しを事務局まで提出するもの

とします。認定を取得後は検証業務の完了日まで認定を維持するものとします。認定の有

効期限が、検証業務完了日以前となる場合には、①と同様、検証業務の完了日まで認定が

継続するよう更新を行うものとし、更新後の認定証の写しを、更新前の認定の有効期限内

に事務局まで提出することが必要となります。 



１．応募方法等  

（１）応募方法  

事業の応募に必要な書類と電子媒体を応募期間内に（４）の宛先まで提出していた

だきます。提出物は封書に入れ、宛名面に「ASSET検証機関応募書類」と赤字で明記

してください。  

 

（２）応募期間  

2017年 6月 19日（月）～2017 年 6月 30日（月）17 時必着  

※ 期限を過ぎて到着した提出物は、受理しません。  

 

（３）応募に必要な提出物及び提出部数  

– 様式１：検証業務参加申請書 電子媒体・書面１部  

– 様式２：本事業ウェブサイト掲載用の検証機関情報 電子媒体 

– 様式３：ＩＡＦメンバーが発行した認定証 

及びその附属書（ISO14064-1組織検証）の写し 

※認定申請受理中であれば、ＩＡＦメンバーが発行した「認定申請受理 

通知書」の写し 

※有効期限内のものに限る。 

  電子媒体・書面１部 

 様式２「本事業ウェブサイト掲載用の検証機関情報」は、A4サイズで最大5ペー

ジ程度を目安として下さい。  

 電子媒体はCDとし、様式１～３を同一のCD（1枚）に保存して提出して下さい。  

 応募書類の審査過程において、必要に応じて別途ヒアリングを実施させていただ

く場合があります。その場合、追加書類の提出をお願いすることもあり得ますの

で、御了承ください。  

 

（４）提出先（本件窓口）  

〒100-8141 東京都千代田区永田町2-10-3 

株式会社三菱総合研究所 

環境・エネルギー研究本部 渡部、杉山、中塚  

 

（５）提出方法  

簡易書留にて郵送してください。  

 

（６）採択結果について  

採択結果については、7 月 3 日頃を目途に株式会社三菱総合研究所より通知致しま



す。 

２．検証機関の採択要件 

ＩＡＦメンバーによるISO14065の認定を取得している、または申請が受理されている

機関であることを採択要件と致します。認定申請中の場合は、検証業務参加申込書に認

定取得予定日を記載いただきます。なお、記載された予定日が著しく遅い場合には、採

択されない場合もございます。 

 

また、上記の要件以外にも、応募する検証機関には、「ASSET 実施ルール」及び

「ASSET モニタリング報告ガイドライン」「ASSET 事業 排出量検証のためのガイドラ

イン」等の内容を十分理解した上で、同制度における目標保有者から報告された排出量

に対して、独立した立場からの客観的に収集した証拠に基づいた検証意見が表明できる

能力を有することが求められます。また、ISO14065 等を参考に、検証機関としての品質

管理体制が整備され、適切に運用されていることも必要となります。 

 

３．ASSET 検証機関への登録について 

（１）ASSET検証機関の登録  

採択された検証機関は、ASSET検証機関として登録されます。  

 

（２）登録の有効期限 

登録の取り消しとならない限り、有効期限はありません。 

 

（３）登録の取り消し要件  

ASSET検証機関として登録された検証機関が次のいずれかに該当する場合、登録を取

り消すものとします。  

 応募申請日時点でISO14065の認定を取得していた検証機関が、認定の有効期限内

に更新後の認定証の写しの提出を行わなかった場合。※ 

・ 応募申請日時点でISO14065の認定申請中であった検証機関が、認定取得予定日ま

でに認定証の写しの提出を行わなかった場合。 

・ 検証機関が登録の取り消しを申し出た場合。 

・ その他、環境省が取り消しが妥当であると判断した場合。 

 

 ※認定の有効期限内に更新後の認定証の写しを提出出来ない場合は、あらかじめ事務局

までその旨をご連絡ください。正当な理由であれば遅延を認めます。 

 

４．その他 

（１）目標保有者とのマッチングについて 



採択された検証機関は、本事業のウェブサイト上の検証機関リストに掲載されます。

合わせて、今回ご提出いただく様式２「本事業ウェブサイト掲載用の検証機関情報」も

掲載されます（様式１「検証業務参加申請書」は掲載されません）。  

検証費用は目標保有者の自己負担です。目標保有者は、採択された検証機関の中から

自ら契約する検証機関を選定します。環境省又は事務局は、検証の契約状況を確認し、

目標保有者に適切な検証機関の情報を提供する等の支援を行う場合があります。 

目標保有者への営業活動は、常識の範囲内のものとし、過剰な営業活動は謹んでくだ

さい。  

 

（２）検証契約について 

検証契約に際しては、検証機関と目標保有者との間で秘密保持に関する契約を締結し

てください。また、検証業務参加申請書で誓約した事項を履行する契約を締結してくだ

さい。 

ただし、ASSET事業の検証報告書の提出先は環境省となりますので宛名は環境省とし

てください。 

 

（３）ASSETシステムのユーザー登録について 

ASSET事業における算定報告書及び検証報告書、査読メモ等の書類はASSETシステム

を通じて電子的に扱います。採択され、ASSET検証機関として登録された検証機関に

は、ASSETシステム登録申請書を提出いただきます。ただし、既にASSETシステム登録

申請書を提出済の検証機関は提出不要です。 

 

（４）検証機関の合併･統合、名称変更又は住所変更等  

採択された検証機関は、今年度の検証実施中において、合併･統合、名称変更又は住

所変更等が生じたときは、遅滞なく環境省に報告してください。  

 

（５）検証機関が行う検証への立会  

環境省又は事務局は、検証の力量や品質の管理、制度の改善等を目的に、必要に応

じ、検証機関が行う現地検証に立ち会いを実施することがあります。その際には、検証

の被受検者に対して、環境省又は事務局より連絡し、事前に同意を得た上で実施いたし

ます。当該立ち会いの結果等を踏まえて、検証業務を遂行する能力を著しく欠いている

と環境省が判断した場合には登録を取り消す等の措置を行うことがあります。  

 

（６）次年度以降のASSET事業の検証業務に対する制限の設定 

環境省又は事務局は、査読等の結果、検証業務を遂行する能力を著しく欠いていると

判断した場合には、外形的な資格要件を満たしている場合であっても、次年度以降の



ASSET検証機関への登録取消等の措置を行うことがあります。 

 

以上 


